
仕　　様　　書

１　業務名　　広島市映像文化ライブラリー映写及び貸出作品等点検業務
２　実施場所　　広島市映像文化ライブラリー
　　　　　　　　広島市南区松原町９番１号　エールエールHIROSHIMA９階及び１０階
３　業務内容
（１）映写業務
広島市映像文化ライブラリーホール（以下「ホール」という）における映写業務の内容は以下のとおりとする。
①　映写室に配備しているＤＬＰプロジェクター、35㎜映写機、16㎜映写機、ビデオプロジェクター等の映写機（以下「映写機」という。）及び音響調整卓等の音響設備を使用し、データファイル、35㎜フィルム、16㎜フィルム、ブルーレイディスク等の上映素材（以下「上映素材」という。）に応じた適切な映写を行うこと。
　　　　※ＤＬＰプロジェクター･･･バルコSP4K-12C　シネマサーバー･･･Barco Alchemy ICMP-X
　　　　　35㎜映写機･･･シネフォワードFC１-10　16㎜映写機･･･EIKI EX6100
音響調整卓･･･ALLEN&HEATH SQ6
②　上映前に、上映素材、映写機及び音響設備等についての準備・点検を計画的にかつ細心の注意を払って
行うこと。
　　　　ア　フィルム缶及びフィルムケースの表示と収納されているフィルムとの照合を行うこと。
　　　　イ　ブルーレイディスク等の場合は、パッケージと収納されているディスク等との照合を行うこと。
　　　　ウ　フィルムの点検を行う際に、補修・接合等の処置が必要と認められた時は、直ちに発注者に連絡し、その指示を受けること。
　　　　エ　フィルムの擦過傷等を防ぐため、映写機、特にアパーチャー、スプロケット等周辺の清掃、油量の点検を行うこと。
　　　　オ　フィルムの画面比率に応じて適切なレンズ、カットマスクを選択し映写機に装着すること。
　　    カ　ブルーレイディスク等の画面比率に応じてビデオプロジェクターの適切な調整を行うこと。
　　    キ　映写ランプの照度、スクリーンの輝度等を最適な状態に調整すること。

　　    ク　フィルムの録音様式に応じて適切な音声読取ランプを使用すること。
　　　　ケ　上映素材の録音状態に応じ、適正な音量・音質で上映されるよう音響調整卓の操作を行うこと。
　　    コ　映写速度、フィルター使用等の指定のある上映素材については、その指定に従った上映を行うこと。

　　　　サ　借用フィルム等で編集不可の指示がある場合には、提供された巻のままで上映を行うこと。
　　  　シ　所蔵フィルムについて、長編は保管されている巻のままで編集を変えずに上映を行い、短編は保管されている巻のままで編集を加えずに上映を行うこと。
③　上映開始前に、ホール内の音響、照明等の点検を行うこと。

④　上映開始前に、鑑賞にあたっての注意事項等について場内放送を行うこと。
⑤　35㎜フィルムの映写については、２台の映写機による切替映写を行うこと。

⑥　上映中は映写室・放送室に常駐し、上映がたえず最良の状態で行われるよう監視するとともに、必要に応じて映写機及び音響設備等の調整を行うこと。
⑦　上映中に不具合等が生じた場合は、速やかに発注者に連絡するとともに復旧作業にあたること。復旧に時間を要する場合は、発注者の指示を仰ぐこと。また、必要に応じて場内放送を行うこと。
⑧　フィルムに損傷が生じた場合は補修を行い、次回上映に支障がないようにすること。

⑨　上映終了後は　映写機等の機器及び映写室・放送室の終業点検を行うこと。
　　　　ア　映写機等の点検・清掃を行うこと。

　　　　イ　映写ランプの冷却に留意すること。
⑩　発注者と協議して試写を行うこと。
⑪　外部からの機器の持ち込みがある場合は、以下の作業内容を行うこと。

　　　　ア　外部から持ち込まれた機器を適切に作動させ、上映素材が正しく上映されるよう設営・調整を行うこと。

　　　　イ　アに際し、必要に応じて他の業者が関与する場合は、連携・調整を綿密に図ること。

　　　　ウ　映写室及に設置してある映像及び音響関係機器と外部から持ち込まれた機器を連動させる必要がある場合は、設営・調整を適切に行うこと。
　　⑫　ホール、試写試聴室及びセミナー室における行事の音響機器、映像機器及び照明機器等の操作

　　　　ア　ホールにおける行事

　　　  　a.　行事の内容に応じてマイク等を適切に配置し、音量調整を行うこと。

　　　　　b.　行事開催中は映写室に常駐し、音響調整卓や照明機器等の操作を適切に行うこと。

　　　    c.　行事の中でスライド投影、参考映像の映写等がある場合は、必要な機材の設営・調整・操作を行うこと。

　　　　イ　試写試聴室及びセミナー室における行事

　　　　　a.　行事の内容に応じてマイク、映像及び音響機器等の設営・調整を行うこと。

　　　　　b.　必要に応じ、映像及び音響機器等の操作のアドバイスを行うこと。

　　　　ウ　共通事項

a.　行事開催中に機器等の不具合等が生じた場合は、速やかに復旧作業に当たること。復旧に時間を要する場合は、発注者の指示を仰ぐこと。

　　　　　b.　 外部からの機器の持ち込みがある場合は、以下の作業内容を行うこと。

　　　　   Ⅰ　外部から持ち込まれた機器が適切に作動するよう設営・調整を行うこと。

　　　  　 Ⅱ　Ⅰに際し、必要に応じて他の業者が関与する場合は、連携・調整を綿密に図ること。

　　　     Ⅲ　映写室、試写試聴室及びセミナー室に設置してある映像及び音響機器等と外部から持ち込まれた機器を連動させる必要がある場合は、設営・調整を適切に行うこと。
（２）貸出作品等点検業務
　　①　貸出用16㎜フィルム、ビデオテープの点検及び補修並びに貸出用ＤＶＤの点検（パソコンによる簡易検
　　　　査のみとする）
②　16㎜映写機、ビデオプロジェクター等、貸出用視聴覚機器の点検及び補修
③　ホール、映写室、作業室、試写試聴室、セミナー室、視聴席等に配置された設備機器に故障が生じた場
合の補修

４　業務実施日及び実施時間等
ア　水曜日～金曜日（ただし、下記のエまたはオに当たるときは除く。）
早番　９：４５～１８：３０
遅番　１２：３０～２１：１５
　　イ　火曜日（ただし下記のエまたはオに当たるときは除く。）
　　　　　１２：３０～２１：１５
ウ　月曜日（ただし第２月曜日に当たる時は除く。）
　　　９：４５～１８：３０
エ　土曜日、日曜日及び祝日法の休日（以下「休日」）、８月６日
９：３０～１８：１５
オ　業務を要しない日
第２月曜日（休日に当たる時は除く。）、１２月２９日から１月４日
（１）映写
映写時間の例は以下によるものとするが、上映会の内容等により時間が変更になる場合がある。
	上映回数
	曜日等
	開場時間の例
	映写時間の例

	１日２回
	火、水曜日※
	１回目 14：00
	１回目 14：30～16：00

	
	
	２回目 18：00
	２回目 18：30～20：00

	
	土曜日、日曜日、休日、
８月６日
	１回目 10：30
	１回目 11：00～12：30

	
	
	２回目 14：00
	２回目 14：30～16：00

	１日３回
	木、金曜日※
	１回目 10：30
	１回目 11：00～12：30

	
	
	２回目 14：00
	２回目 14：30～16：00

	
	
	３回目 18：00
	３回目 18：30～20：00


　　　※休日または８月６日に当たるときは除く。
（２）試写
　　　月曜日及びホールでの上映を行わない時間に行う。
（３）点検業務
　　　映写、試写を行わない時間に行う。２名勤務の場合は映写業務と点検業務を分担してもよいこととする。

（４）実施場所や業務実施日に変更が生じた場合には、発注者と受注者が協議し、決定することとする。

５　業務の実施に当たっての留意事項

（１）受注者は、広島市映像文化ライブラリー職員と密接に連絡を行い、業務を実施すること。
（２）受注者は、35mmフィルム映写機、16mmフィルム映写機、ビデオプロジェクター及び関連する音響設備を用いた映写について、３年以上の実務経験を有する映写技師を常時１名以上配置すること。
（３）上映素材、特にフィルムは貴重な財産であり、補修不能な損傷を与えた場合、再入手が極めて困難である。又、映写機及び音響設備等も高額であるため、実務経験者が細心の注意を払って取り扱うこと。

（４）受注者は、映写機等の機種変更、又はデジタルシネマプロジェクター等の新たな上映機器の導入に際しても業務に支障がないよう、態勢を整えておくこと。
（５）受注者は、従事者の技術及び作業規律の維持に努め、従事者の指導・教育を行うこと。
（６）受注者は、火災・故障など不測の事故が発生し、業務の遂行が不可能になった場合は、直ちに発注者に通報するとともに、必要な措置を行うこと。

（７）受注者は、業務を行う場合の整理整頓・防災・保安などを積極的に行うこと。

（８）受注者は、電力の使用に当たっては、極力効率的に使用するよう努めること。
（９）業務を行うために要する費用（光熱水費及び映写ランプを除く）及び機械・器具・消耗品等は、受注者の負担とすること。
（10）従事者に欠勤・欠員等が生じた場合、業務の円滑な運営を図るため、受注者は当該従事者に代わり速やかに業務に対応できる者を配置するとともに、その交代要員を発注者に報告すること。
 (11) 従事者は、緊急・非常事態においては、発注者の指示下に入り、利用者の誘導等臨機応変な措置が取れるよう努めること。
６　報告事項
（１） 受注者は、あらかじめ発注者に対し、配置する従事者のうちから現場責任者を１名定めた上、すべての従事者の住所、氏名を届け出るとともに、履歴書を提出するものとする。また、現場責任者又は従事者に変更があった場合も同様とする。
（２）公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は年間計画書とし、受注者は契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を受けなければならない。
（３）公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第１２条に定める委託業務実施報告書は、発注者の定める様式により業務実施状況や機器の異常の有無等を記録する内容のものとして作成し、業務実施日の翌日(翌日が休館日に当たるときはその翌日)に提出し、発注者の確認を受けるものとする。ただし、３月３１日分については、当日中に提出すること。
(４) 毎月の業務完了後実施報告書を発注者に提出することとし、業務完了報告書の提出期限は、業務が完了した月の翌月１０日とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
（５）月間勤務予定表は、前月の末日を起点として７日前（７日前が休館日に当たる時はその翌日）までに提出するものとする。ただし、４月分については３月３１日までに提出すること。
７　検査完了期日（期限）

発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
８　その他

（１）受注者は、契約終了又は解除により業務の受注者が変更になった場合には、引き続き業務が円滑に行われるよう、発注者が事前に設ける引継ぎ期間内に、新たな受注予定者に対し、速やかに業務引継ぎを行わなければならない。

（２）上記（１）に当たる場合を除き、受注者及びその従事者は本契約の締結並びに実施に当たり知り得た事項を一切他に漏らしてはならない。本契約終了又は解除後も同様とする。
（３）この仕様書に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
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